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表紙

上記事項につきましては、法令及び当社定款の規定に基づき、書面交付請求をいた
だいた株主様に対して交付する書面には記載しておりません。

第86期定時株主総会招集ご通知

【電子提供措置事項のうち法令及び定款に基づく
書面交付請求による交付書面に記載しない事項】

事業報告
「業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要」

連結計算書類
「連結株主資本等変動計算書」
「連結注記表」

計算書類
「株主資本等変動計算書」
「個別注記表」

第86期（2025年４月１日から2026年３月31日まで）

株式会社ソネック
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業務の適正を確保するための体制

業務の適正を確保するための体制及び運用状況の概要
　取締役の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保するための体制、その他会社の業務の
適正を確保するための体制についての決定内容の概要は、以下のとおりであります。
① 当社及び当社子会社の取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合することを確保する
ための体制
イ. 当社及び当社子会社では、「企業グループ行動規範」の指針に沿って具体的な管理規程を設
け、規程を遵守することで取締役及び使用人の職務の執行が法令及び定款に適合する体制を確
保する。

ロ. 代表取締役社長は、取締役会を自由、闊達を旨として運営し、取締役、監査役の意見を十分聴
取して決議を図るなど、取締役会に求められている機能を最大限活用する。

ハ. 取締役会は、取締役会付議・同報告基準及びその他の社内規程を整備し、各取締役はそれらの
規程に則り業務を執行し、必要に応じて取締役会に議案を諮り、又は報告すべき事項を適時、
適切に報告する。

ニ. 社内規程の整備により、各部門、各職位における業務分掌と各職位に応じた責任と権限を明確
にし、併せて、部門間、職位間の相互牽制機能が働く制度を確立することにより、法令及び定
款に適合する体制を構築する。

ホ. 内部監査部門が社内規程、関連法令等の遵守状況を定期的に、又は必要に応じて監査し、問題
があれば取締役会で検討のうえ是正措置を講じる。

② 取締役の職務の執行に係る情報の保存及び管理に関する体制
イ. 取締役会資料、その他職務執行に係る重要な情報は、文書管理規程に基づき文書又は電磁的媒
体（以下「文書等」という。）に記録し保存する。

ロ. 取締役及び監査役は、必要に応じこれらの文書等を閲覧できる体制にする。
③ 当社及び当社子会社の損失の危険の管理に関する規程その他の体制
イ. 法令違反リスクについては、行動規範及び営業活動遵守基準を制定し、規程の遵守を徹底させ

ることによりリスク発生の防止に努める。
ロ. 業務遂行上の想定されるリスクについては、業務関連規程で対応策を定め、規程を遵守するこ
とにより各種リスク発生の事前防止とリスク発生時の損失最小化に努める。

ハ. 突発的なリスクの発生時又は発生のおそれがあるときは、取締役会で対応責任者となる取締役
を定め、速やかに対応措置を講じるものとする。

ニ. 監査室は、当社及び当社子会社に対する年間監査計画に基づき業務監査を実施し、その結果を
代表取締役社長に報告する。

④ 取締役の職務の執行が効率的に行われることを確保するための体制
イ. 重要事項の決定には、その都度取締役会を開催し十分な議論を尽くしたうえで決議することに
より、重要事項の経営判断について、多面的な検証と迅速な意思決定を行う。

ロ. 執行役員制度を採用し、取締役会の活性化と業務執行機能の強化を図る。
ハ. 予算管理制度により各部門の業務執行が効率的に行われる体制を構築し、取締役会が予算・実
績を月次で管理することにより、その進捗状況を検証し、必要に応じて改善策を実施する。

⑤ 当企業グループにおける業務の適正を確保するための体制
イ. 子会社の経営については自主性を尊重しつつも、定期的に事業内容を報告させるとともに、重
要案件については当社と事前協議を行う体制とする。

ロ. 監査室は、子会社を担当する部署と十分な情報交換を行いつつ、子会社に対し業務監査を実施
する。

⑥ 監査役の職務を補助すべき使用人を求めた場合における、当該使用人及び監査役の当該使用人に
対する指示の実効性の確保に関する事項
イ. 監査役がその職務を補助する使用人を求めた場合は、監査目的に必要な使用人を配置する。
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業務の適正を確保するための体制

ロ. 監査役の職務を補助すべき使用人の独立性については、監査室担当者は、その補助業務に関し
て監査役の指揮命令下で遂行することとし、人事異動、人事考課は監査役の同意を必要とする
ことにより、実効性及び独立性を確保する。

⑦ 当社及び当社子会社の取締役及び使用人が監査役に報告するための体制、及び監査役への報告に
関する体制
イ. 当社及び当社子会社の取締役及び使用人等は、会社に著しい損害を及ぼすおそれのある事実及
び法令違反、定款違反があることを発見したときは、直ちに監査役に報告する。

ロ. 監査役に報告・情報提供を行った当社及び当社子会社の取締役及び使用人は、いかなる不利益
な取扱いも受けない。

⑧ 当社監査役の職務の遂行について生ずる費用の処理に関する事項
　監査役の職務を遂行するうえで必要な費用は会社が負担するものとし、その費用の前払い又は償
還等の請求をしたときは、速やかに当該費用又は債務を処理する。
⑨ 財務報告の信頼性を確保するための体制
イ. 財務報告の信頼性確保及び金融商品取引法に定める内部統制報告書の有効かつ適切な提出のた
め、内部統制システムの構築を行う。

ロ. 内部統制システムと金融商品取引法及びその他の関係法令等との適合性を確保するために、そ
の仕組みを継続的に評価し必要な是正を行う。

⑩ 反社会的勢力排除に向けた体制
イ. 社会の秩序や企業の健全な活動に脅威を与える反社会的勢力に対しては、毅然とした姿勢で組
織的に対応する。

ロ. 反社会的勢力による不当要求事案等の発生時は、経営管理部を対応総括部署とし、警察等関連
機関とも連携して対応する。

　上記業務の適正を確保するための体制の運用状況の概要は、その基本方針に基づき具体的な取組
みを行うとともに、内部統制システムの運用状況について重要な不備がないか断続的に評価してお
ります。また、経営管理部及び監査室が中心となり、当社及び当社子会社の各部門に対して、内部
統制システムの重要性と法令遵守に対する意識づけを行い、当企業グループ全体を統括、推進させ
ております。
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連結株主資本等変動計算書

（2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで）

項 目
株 主 資 本

資 本 金 資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金 自 己 株 式 株 主 資 本 合 計

当 期 首 残 高 723,000 477,001 7,602,960 △119,485 8,683,476

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △219,161 △219,161

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,366,954 1,366,954

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当 期 変 動 額 合 計 － － 1,147,793 － 1,147,793

当 期 末 残 高 723,000 477,001 8,750,753 △119,485 9,831,269

項 目
そ の 他 の 包 括 利 益 累 計 額

純 資 産 合 計その他有価証券
評 価 差 額 金

その他の包括利益
累 計 額 合 計

当 期 首 残 高 375,649 375,649 9,059,125

当 期 変 動 額

剰 余 金 の 配 当 △219,161

親会社株主に帰属する
当 期 純 利 益 1,366,954

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 190,981 190,981 190,981

当 期 変 動 額 合 計 190,981 190,981 1,338,775

当 期 末 残 高 566,631 566,631 10,397,901

連結株主資本等変動計算書

（単位：千円）
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連結注記表

連結注記表
１. 連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項

(1) 連結の範囲に関する事項
連結子会社の状況

・連結子会社の数 ２社
・連結子会社の名称 ケミカル運輸株式会社

株式会社ＳＵＫＯＹＡＫＡ
主要な非連結子会社の名称
SONEC VIETNAM CO., LTD.
(連結の範囲から除いた理由)
非連結子会社は、小規模会社であり、合計の総資産、売上高、当期純損益及び利益剰余金等は、連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、連結の範囲から除外しています。

(2) 持分法の適用に関する事項
　持分法を適用しない非連結子会社のうち主要な会社の名称
　SONEC VIETNAM CO., LTD.
（持分法を適用しなかった理由）
持分法非適用会社は、当期純損益及び利益剰余金等に及ぼす影響が軽微であり、かつ全体としても連結計算書
類に重要な影響を及ぼしていないため、持分法の適用から除外しています。

(3) 連結の範囲及び持分法の適用の範囲の変更に関する事項
　該当事項はありません。

(4) 連結子会社の事業年度等に関する事項
　連結子会社の事業年度の末日は、連結会計年度末と一致しております。

(5) 会計方針に関する事項
① 重要な資産の評価基準及び評価方法

イ. 有価証券
・その他有価証券

市場価格のない株式等以外のもの
時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は移動平均法により算定）

市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

ロ. 棚卸資産
・未成工事支出金

個別法による原価法
・材料貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
② 重要な減価償却資産の減価償却の方法

イ. 有形固定資産
　定率法によっております。ただし、1998年４月１日以降に取得した建物（建物附属設備を除
く。）並びに2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっておりま
す。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　30～47年
ロ. 無形固定資産

・自社利用のソフトウェア
社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 重要な引当金の計上基準
イ. 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

ロ. 完成工事補償引当金
　完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上して
おります。
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連結注記表

一定の期間にわたり収益を
認識する方法による完成工事高 22,089,012千円
工事損失引当金 ー　千円

ハ. 工事損失引当金
　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当連結会計年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、か
つ、その金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。なお、当連
結会計年度においては、工事損失発生見込がないため、工事損失引当金を計上しておりません。

ニ. 訴訟損失引当金
　係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見積額を計上しております。な
お、当連結会計年度においては、訴訟損失発生見込がないため、訴訟損失引当金を計上しておりません。

ホ. 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

ヘ. 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当連結会計年度末の要支給額を計上しております。

④ その他連結計算書類の作成のための重要な事項
イ. 退職給付に係る負債の計上基準

　従業員の退職給付に備えるため、当連結会計年度末の退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給
額）を計上しております。

ロ. 収益及び費用の計上基準
　当社の建設事業における履行義務は主に請負契約に基づく建設工事の施工及び完成であり、約束した財又
はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
を認識することとしております。
　これにより、工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合
には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する
方法によっております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原
価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収すること
が見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工
事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。

ハ. 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
　当社が構成員となっている特定建設工事共同企業体については、出資割合等に基づいて当社の会計に組み
込む処理によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
（1）連結貸借対照表

前連結会計年度において、「流動負債」の「その他」に含めていた「預り金」は重要性が増したため、当
連結会計年度より、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「預り金」は25,260千円でありま
す。

（2）連結損益計算書
前連結会計年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「農産品売却収入」は重要性が増し
たため、当連結会計年度より、区分掲記しております。なお、前連結会計年度の「農産品売却収入」は
4,783千円であります。

３．会計上の見積りに関する注記
一定期間にわたり収益を認識する方法による収益認識及び工事損失引当金

①　当連結会計年度の連結計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
イ．算出方法

　一定の期間にわたり収益を認識する方法による完成工事高は、工事収益総額、工事原価総額、決算日にお
ける進捗度の各要素に基づき、工事原価総額を基礎として期末までの実際工事原価に応じた進捗度に工事収
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連結注記表

現金預金 6,000千円

工事未払金等 3,624千円
(2) 有形固定資産の減価償却累計額 744,131千円

電子記録債権 40,595千円
完成工事未収入金 4,064,109千円
運輸事業未収入金  34,718千円
契約資産 4,439,566千円

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
の 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度末の
株 式 数 ( 株 )

普通株式 7,500,000 － － 7,500,000

株 式 の 種 類 当連結会計年度期首
の 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 連 結 会 計 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当連結会計年度末の
株 式 数 ( 株 )

普通株式 194,632 － － 194,632

益総額を乗じて完成工事高を算定しております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末
日までに発生した工事原価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
　また、工事損失引当金は、工事原価総額が工事収益総額を超過すると見込まれる場合に、その超過すると
見込まれる額（工事損失）のうち、既に計上された損益の額を控除した残額を計上しております。

ロ．主要な仮定
　工事収益総額は、工事の設計変更等に対する対価の合意が契約書等によって適時に確定しない場合、指図
を受けた変更工事等の内容に基づき対価の見積りを行っております。工事原価総額は、工事内容の変更や工
事進捗に伴う個別のリスク要因等を考慮し見積りを行っております。これらの見積り及びその基礎となる仮
定は継続して見直しを行っております。

ハ．翌連結会計年度の連結計算書類に与える影響
　当連結会計年度末の繰越工事高は16,778,416千円であり、主要な仮定に変動が生じた場合、翌連結会計
年度の完成工事高や工事損失引当金の計上に影響を与える可能性があります。

４. 連結貸借対照表に関する注記
(1) 担保に供している資産及び担保に係る債務

① 担保に供している資産

② 担保に係る債務

(3) 完成工事未収入金等のうち、顧客との契約から生じた債権の金額及び契約資産の金額は、それぞれ以下のとお
りであります。

(4) 未成工事受入金のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。
契約負債　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　876,989千円

5．連結損益計算書に関する注記
関係会社株式評価損の内容は、次のとおりであります。

　関係会社株式評価損は、SONEC　VIETNAM　CO.,LTD.の株式によるものであります。

６.連結株主資本等変動計算書に関する注記
(1) 発行済株式の総数に関する事項

(2) 自己株式の種類及び株式数に関する事項

－ 6 －
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連結注記表

決 議 株 式 の 種 類 配 当 金 の
総 額 ( 千 円 )

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2025年６月25日
定時株主総会 普通株式 219,161 30 2025年３月31日 2025年６月26日

決 議 予 定 株式の種類 配当の原資 配 当 金 の
総額(千円)

１株当たり
配当額(円) 基 準 日 効 力 発 生 日

2026年６月25日
定時株主総会 普通株式 利益剰余金 365,268 50 2026年３月31日 2026年６月26日

（単位：千円）
連結貸借対照表計上額 時 価 差 額

投資有価証券

その他有価証券 1,129,478 1,129,478 －

区　　　　　　　分 連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

非　上　場　株　式 6,259

(3) 剰余金の配当に関する事項
① 配当金支払額等

② 基準日が当連結会計年度に属する配当のうち、配当の効力発生日が翌連結会計年度になるもの

７. 金融商品の状況に関する注記
(1) 金融商品の状況に関する事項

① 金融商品に対する取組方針
　当企業グループは、設備資金・運転資金ともに銀行等金融機関からの借入による調達を行っておりません。
一時的な余資は安全性の高い短期的な預金などに限定して運用しております。

② 金融商品の内容及び当該金融商品に係るリスク
　投資有価証券は主に、取引先企業ないしは取引銀行に関連する株式であります。上場株式については、毎月
時価の把握を行い、取引先企業との関係を勘案して保有状況を継続的に見直しております。
　営業債務である工事未払金等については、そのほとんどが１ヶ月以内の支払期日であり、決済の流動性は確
保されております。また連結売上高の最低10％相当以上の手許流動性を維持することなどにより、流動性リス
クを管理しております。

③ 金融商品に係るリスク管理体制
　営業債権である完成工事未収入金等は、顧客の信用リスクに晒されておりますが、当社の受注管理規程に従
い、取引先ごとに期日及び残高を管理し、回収懸念リスクの縮小化を図っております。

(2) 金融商品の時価等に関する事項
　2026年３月31日における連結貸借対照表計上額、時価及びこれらの差額については、次のとおりでありま
す。

（注）１. 「現金預金」「完成工事未収入金等」「工事未払金等」については、短期間で決済されるため時価が帳
簿価額に近似するものであることから記載を省略しております。

２. 市場価格のない株式等は、投資有価証券には含まれておりません。当該金融商品の連結貸借対照表計上
額は以下のとおりであります。

（単位：千円）

３. デリバティブ取引
デリバティブ取引を行っておりませんので、該当事項はありません。
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連結注記表

区分
時価（千円）

レベル１ レベル２ レベル３ 合計

有価証券及び投資有価証券

その他有価証券

株式 1,129,478 － － 1,129,478

資産計 1,129,478 － － 1,129,478

（単位：千円）
連 結 貸 借 対 照 表 計 上 額

当連結会計年度末の時価
当連結会計年度期首残高 当 連 結 会 計 年 度 増 減 額 当 連 結 会 計 年 度 末 残 高

318,560 － 318,560 742,089

(3) 金融商品の時価の適切な区分ごとの内訳等に関する事項
金融商品の時価を、時価の算定に係るインプットの観察可能性及び重要性に応じて、以下の３つのレベルに分

類しております。
レベル１の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、活発な市場において形成される

当該時価の算定の対象となる資産又は負債に関する相場価格により算定した時価
レベル２の時価：観察可能な時価の算定に係るインプットのうち、レベル１のインプット以外の時

価の算定に係るインプットを用いて算定した時価
レベル３の時価：観察できない時価の算定に係るインプットを使用して算定した時価

時価の算定に重要な影響を与えるインプットを複数使用している場合には、それらのインプットがそれぞれ属
するレベルのうち、時価の算定における優先順位が最も低いレベルに時価を分類しております。

①　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

②　時価で連結貸借対照表に計上している金融商品以外の金融商品
当連結会計年度（2026年３月31日）

該当事項はありません。

（注）時価の算定に用いた評価技法及び時価の算定に係るインプットの説明
投資有価証券

上場株式は相場価格を用いて評価しております。上場株式は活発な市場で取引されているため、その時価
をレベル１の時価に分類しております。

８. 賃貸等不動産に関する注記
(1) 賃貸等不動産の状況に関する事項

　当企業グループは、兵庫県その他の地域において、賃貸用等の土地を所有しております。
　2026年３月期における当該賃貸等不動産に関する賃貸損益は46,201千円（賃貸収益は営業外収益に、賃貸費
用は営業外費用に計上）であります。

(2) 賃貸等不動産の時価に関する事項

（注）１. 連結貸借対照表計上額は、取得原価から減価償却累計額を控除した金額であります。
２. 当連結会計年度末の時価は、主として「不動産鑑定評価基準」に基づいて自社で算定した金額（指標等を

用いて調整を行ったものを含む。）であります。
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報告セグメント

合　計建 設 事 業
運輸事業

建　築 土　木 計

売上高

民間 17,144,699 685,684 17,830,383 267,605 18,097,989

官公庁 4,134,386 521,412 4,655,799 － 4,655,799

顧客との契約から生
じる収益 21,279,085 1,207,097 22,486,183 267,605 22,753,788

その他の収益 － － － － －

外部顧客への売上高 21,279,085 1,207,097 22,486,183 267,605 22,753,788

当連結会計年度

顧客との契約から生じた債権(期首残高) 4,688,378千円

顧客との契約から生じた債権(期末残高) 4,139,423

契約資産(期首残高) 2,770,659

契約資産(期末残高) 4,439,566

契約負債(期首残高) 1,064,251

契約負債(期末残高) 876,989

９. 収益認識に関する注記
(1) 顧客との契約から生じる収益を分解した情報

当連結会計年度（自　2025年４月１日　至　2026年３月31日） （単位：千円）

(2) 顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報
連結注記表「１．連結計算書類の作成のための基本となる重要な事項　（5）会計方針に関する事項　④その
他連結計算書類の作成のための重要な事項　ロ.収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

(3) 顧客との契約に基づく履行義務の充足と当該契約から生じるキャッシュ・フローとの関係並びに当連結会計年
度末において存在する顧客との契約から翌連結会計年度以降に認識すると見込まれる収益の金額及び時期に関
する情報

①　契約資産及び契約負債の残高等

契約資産は、顧客との工事契約について期末日時点で顧客に支配が移転した財又はサービスのうち、未請
求工事施工高に係る対価に対する当社及び連結子会社の権利に関するものであります。契約資産は、対価に
対する当社及び連結子会社の権利が無条件になった時点で顧客との契約から生じた債権に振り替えられま
す。当該工事契約に関する対価は、工事請負契約書の定めに従い、契約内容に定められた時期に請求し、契
約に定められた時期に受領しております。

契約負債は、主に、履行義務の充足にかかわらず収益を認識する、顧客との工事契約において支払条件上
で、履行義務充足以上に工事代金を受け入れた場合の前受金に関するものであります。契約負債は、収益の
認識に伴い取り崩されます。

当連結会計年度に認識された収益の額のうち期首現在の契約負債残高に含まれていた額は、1,064,251千
円であります。また、当連結会計年度において、契約資産が1,668,906千円増加した主な理由は、施工中の
工事出来高の増加によるものであります。また、当連結会計年度において、契約負債が187,261千円減少し
た主な理由は、期末近くで顧客との新たな契約が前期比減少したことによるものであります。

過去の期間に充足(又は部分的に充足)した履行義務から、当連結会計年度に認識した収益（主に、取引価
格の変動）の額に重要性はありません。
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① １株当たり純資産額 1,423円32銭
② １株当たり当期純利益 187円12銭

②　残存履行義務に配分した取引価格
未充足（又は部分的に未充足）の履行義務は、2026年３月31日時点で16,778,416千円であり、期末日

後１年以内に約14,397,308千円が収益として認識されると見込んでおります。

10. １株当たり情報に関する注記

（注）上記の金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。

11. その他の注記
　該当事項はありません。

－ 10 －
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株主資本等変動計算書

（2025年４月 1 日から
2026年３月31日まで）

（単位：千円）

項 目

株 主 資 本

資 本 金

資 本 剰 余 金 利 益 剰 余 金

資本準備金 その他
資本剰余金

資本剰余金
合　　　計 利益準備金

その他利益剰余金
利益剰余金
合　　　計別 途

積 立 金
繰 越 利 益
剰  余  金

当 期 首 残 高 723,000 472,625 4,376 477,001 114,000 6,752,500 503,269 7,369,769

当 期 変 動 額
別 途 積 立 金 の
積 立 160,000 △160,000 －

剰 余 金 の 配 当 △219,161 △219,161

当 期 純 利 益 1,350,759 1,350,759

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 )

当期変動額合計 － － － － － 160,000 971,598 1,131,598

当 期 末 残 高 723,000 472,625 4,376 477,001 114,000 6,912,500 1,474,867 8,501,367

項 目
株 主 資 本 評 価 ・ 換 算 差 額 等

純 資 産 合 計
自 己 株 式 株 主 資 本

合 　 　 計
その他有価証券
評 価 差 額 金

評 価 ・ 換 算
差 額 等 合 計

当 期 首 残 高 △119,485 8,450,284 375,649 375,649 8,825,934

当 期 変 動 額
別 途 積 立 金 の
積 立 －

剰 余 金 の 配 当 △219,161 △219,161

当 期 純 利 益 1,350,759 1,350,759

株主資本以外の項目の
当 期 変 動 額 ( 純 額 ) 190,981 190,981 190,981

当期変動額合計 － 1,131,598 190,981 190,981 1,322,580

当 期 末 残 高 △119,485 9,581,883 566,631 566,631 10,148,515

株主資本等変動計算書

－ 11 －
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個別注記表

個別注記表
１. 重要な会計方針に係る事項

(1) 資産の評価基準及び評価方法
① 有価証券

イ. 子会社株式
移動平均法による原価法

ロ. その他有価証券
・市場価格のない株式等以外のもの

事業年度の末日の市場価格等に基づく時価法（評価差額は全部純資産直入法により処理し、売却原価は
移動平均法により算定）

・市場価格のない株式等
移動平均法による原価法

② 棚卸資産
イ. 未成工事支出金

個別法による原価法
ロ. 材料貯蔵品

総平均法による原価法（貸借対照表価額は収益性の低下に基づく簿価切下げの方法により算定）
(2) 固定資産の減価償却の方法

① 有形固定資産
　定率法によっております。ただし､1998年４月１日以降に取得した建物(建物附属設備を除く。）並びに
2016年４月１日以降に取得した建物附属設備及び構築物については、定額法によっております。
　なお、主な耐用年数は次のとおりであります。

建物　　　　　　　　　　　30～47年
② 無形固定資産

・自社利用のソフトウェア
　社内における利用可能期間（５年）に基づく定額法によっております。

③ 長期前払費用
　定額法によっております。

(3) 引当金の計上基準
① 貸倒引当金

　債権の貸倒れによる損失に備えるため、一般債権については貸倒実績率により、貸倒懸念債権等特定の債
権については個別に回収可能性を勘案し、回収不能見込額を計上しております。

② 完成工事補償引当金
　完成工事に係るかし担保の費用に備えるため、完成工事高に対する将来の見積補償額に基づいて計上して
おります。

③ 工事損失引当金
　受注工事に係る将来の損失に備えるため、当事業年度末手持工事のうち損失の発生が見込まれ、かつ、そ
の金額を合理的に見積もることができる工事について、損失見込額を計上しております。なお、当事業年度
においては、工事損失発生見込がないため、工事損失引当金を計上しておりません。

④ 訴訟損失引当金
　係争中の訴訟に対する損失に備えるため、将来発生する可能性のある損失見積額を計上しております。な
お、当事業年度においては、訴訟損失発生見込がないため、訴訟損失引当金を計上しておりません。

⑤ 賞与引当金
　従業員の賞与の支給に備えるため、支給見込額に基づき計上しております。

⑥ 退職給付引当金
　従業員の退職給付に備えるため、当事業年度末の退職給付債務（簡便法による期末自己都合要支給額）を
計上しております。

⑦ 役員退職慰労引当金
　役員の退職慰労金の支給に備えるため、内規に基づく当事業年度末の要支給額を計上しております。

(4) その他計算書類の作成のための基本となる重要な事項
① 収益及び費用の計上基準

　当社の建設事業における履行義務は主に請負契約に基づく建設工事の施工及び完成であり、約束した財又
はサービスの支配が顧客に移転した時点で、当該財又はサービスと交換に受け取ると見込まれる金額で収益
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一定の期間にわたり収益を
認識する方法による完成工事高 21,595,921千円
工事損失引当金 ー　千円

(1) 有形固定資産の減価償却累計額 477,428千円

短期金銭債務 10,000千円

完成工事未収入金 4,046,389千円
契約資産 4,424,106千円

契約負債 871,579千円

営業取引による取引高
　完成工事原価 10,398千円
　販売費及び一般管理費 5,174千円
営業取引以外の取引による取引高 62,264千円

を認識することとしております。
　これにより、工事契約に関して、財又はサービスに対する支配が顧客に一定の期間にわたり移転する場合
には、財又はサービスを顧客に移転する履行義務を充足するにつれて、一定の期間にわたり収益を認識する
方法によっております。履行義務の充足に係る進捗度の測定は、各報告期間の期末日までに発生した工事原
価が、予想される工事原価の合計に占める割合に基づいて行っております。
　また、履行義務の充足に係る進捗度を合理的に見積もることができないが、発生する費用を回収すること
が見込まれる場合には、原価回収基準にて収益を認識しております。
　なお、契約における取引開始日から完全に履行義務を充足すると見込まれる時点までの期間がごく短い工
事契約については代替的な取扱いを適用し、一定の期間にわたり収益を認識せず、完全に履行義務を充足し
た時点で収益を認識しております。

② 関連する会計基準等の定めが明らかでない場合に採用した会計処理の原則及び手続
　当社が構成員となっている特定建設工事共同企業体については、出資割合等に基づいて当社の会計に組み
込む処理によっております。

２．表示方法の変更に関する注記
損益計算書

前事業年度において、「営業外収益」の「その他」に含めていた「農産品売却収入」は重要性が増したた
め、当事業年度より、区分掲記しております。なお、前事業年度の「農産品売却収入」は4,783千円であり
ます。

３．会計上の見積りに関する注記
一定期間にわたり収益を認識する方法による収益認識及び工事損失引当金

①　当事業年度の計算書類に計上した金額

②　識別した項目に係る重要な会計上の見積りの内容に関する情報
　連結注記表に記載したものと同一であります。

４. 貸借対照表に関する注記

(2) 関係会社に対する金銭債権及び金銭債務

(3) 完成工事未収入金のうち、顧客との契約から生じた債権及び契約資産の金額は以下のとおりであります。

(4) 未成工事受入金のうち、契約負債の金額は以下のとおりであります。

5. 損益計算書に関する注記
(1) 関係会社との取引高

(2) 関係会社株式評価損
　連結注記表「5.連結損益計算書に関する注記」に同一の内容を記載しているため、注記を省略しております。
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株 式 の 種 類 当 事 業 年 度 期 首
の 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
増 加 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度
減 少 株 式 数 ( 株 )

当 事 業 年 度 末
の 株 式 数 ( 株 )

普通株式 194,632 ー ー 194,632

繰延税金資産
賞与引当金 21,406千円
退職給付引当金 48,406千円
役員退職慰労引当金 18,095千円
投資有価証券評価損 57,043千円
ゴルフ会員権評価損 15,933千円
土地評価損 42,449千円
その他 73,917千円

繰延税金資産小計 277,250千円
評価性引当額 △124,438千円
繰延税金資産合計 152,811千円

繰延税金負債
その他有価証券評価差額金 △198,238千円

繰延税金負債合計 △198,238千円
繰延税金負債の純額 △45,427千円

種 類 会社等の名称 資 本 金
(千円) 事業の内容 議 決 権 の 所 有

(被所有)割合(％)

関 係 内 容
取引の内容 取引金額

(千円) 科 目 期末残高
(千円)役員の

兼 任
事業上
の関係

子会社 ケミカル運輸
株 式 会 社 50,000

一般貨物自
動車運送及
び貨物運送
取 扱 事 業

100.0
(－)

兼任
2名 －

業務受託料 4,800 － －

受取出向料 10,094 － －

子会社 株 式 会 社
ＳＵＫＯＹＡＫＡ 40,000

メンテナン
ス事業及び
建設事業等

100.0
(－)

兼任
１名 －

業務受託料 4,200 － －

受取出向料 34,668 － －

① １株当たり純資産額 1,389円19銭
② １株当たり当期純利益 184円90銭

6. 株主資本等変動計算書に関する注記
自己株式の数に関する事項

7. 税効果会計に関する注記

繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳

8. 関連当事者との取引に関する注記
子会社等

（注）取引条件及び取引条件の決定方針等
１. 業務受託については、当社が子会社の総務及び経理業務の全般を受託しており、受託料については、これら

の役務を提供するために必要な全社費用のうち、子会社分として合理的な基準に基づき案分計算をし、決定
しております。

２. 出向者の人件費については、当社における当該者の給与、賞与及び社会保険料等を勘案して合理的に見積も
り、決定しております。

9. 収益認識に関する注記
　顧客との契約から生じる収益を理解するための基礎となる情報は、「１．重要な会計方針に係る事項　（4）そ
の他計算書類の作成のための基本となる重要な事項　①収益及び費用の計上基準」に記載のとおりであります。

10. １株当たり情報に関する注記

（注）上記の金額は、表示単位未満の端数を四捨五入して表示しております。
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11. その他の注記
　該当事項はありません。

（注）連結計算書類及び計算書類の金額は、１株当たり情報に関する注記を除き、表示単位未満の端数を切り捨てて
表示しております。
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